
 

 

 

 

 



Ｔ．Ｂ．

物置

湘南辻堂

フレストフォルム

仕

(駐)

C-45

C-25

仲出川
米山・逢坂

近江

横沢

制

渡邊

西山

ゴミ収集場

(駐)

(駐)

(駐)

(駐)

渡邉

車庫

柳

車庫

辻

野村

築野

清島

日東商会

田島

平馬

菊池

鈴木

松村

車庫

（有）協石商会

目黒

赤松二号緑地

湘南ハイツ

駐

田辺

朝日陶芸研究会

内藤

小澤

（有）国弘製作所

車感

日下

本立寺墓地

(駐)

C-12

C-32

C-34

C-66

C-67

C-68

（有）漸進工業所

福祉作業所

下邨
小幡

宮川

(駐)

(駐)

(駐)

(駐)

(駐)

C-58

神台公園

神台まちかど公園

KEEPER
Co.Ltd

KEEPER

KEEPER

山崎

山田

アメ二ティふじさわ

レオパレス２１

秋元

相馬

岩切

八木

(駐)

(駐)

(駐)

(駐)

末広梱包資材（有）

石川

ハイツ　K

OKAJI　BLD

むとう

清水
NAKANO猪股

曽我

C-65

板垣

資材置場

仕

S321

609

B

C

佐藤

平野

車庫

物置

ビラ
チロル

嶋口・長谷川
DAISHIN CRAFT

坂本

石井

ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ

(駐)

(駐)

(駐)

GB-1

C-1

C-5

折戸319

折戸318

受水槽

受水槽

(駐)

(駐)

LPガス

看板
T

(駐)

福島

一久堂

新町537

MODEL NICS

信

感

E

(駐)

看板
仕

寶光山本立寺

日蓮宗

標識

さしみや

サガミ

ショップ
サイクル

魚勝
物置

立体駐車場立体駐車場

防火案内

(駐)

電気

電気

パークグランディ湘南辻堂

看板

案内板

神奈川トヨタ辻堂店

電気

電気

看板

標識

立体駐車場

電気

電気

標識

標識

車庫

C-15

C-13

C-14

標識

感知器

電気

電気

電気

感知器

電気 山上第二ビル

湘南辻堂ステーションタワー

辻堂北口店
１Ｆファミリーマート

西村ビル

駐輪場

ゴミ置場

受水槽

駐輪場

辻堂駅北口自転車駐車場

パチンコユーコーラッキー辻堂店

柿崎ビル

電気

警戒灯

案内板

電気

駐輪場
駐輪場

駐輪場

ポンプ室
受水槽

電気

６号棟

１Ｆ㈱東峰地所

イーストピークⅤビル

地下道入口

看板

辻堂駅前ハイツ

１Ｆスルガ銀行辻堂支店

９号棟

看板

辻堂駅前ハイツ

１Ｆａｍｐｍ辻堂駅北口店

ナダブリメロ

C-8

C-9

電気

電気
ベンチ

C-16

駐輪場

(駐)

(駐)

C-10

案内図

感知器

浜の湯

案内板

C-19

C-17

ゴミ置場

真壁

(駐)

(駐)

辻堂駅前ハイツ

８号棟

メガネバスター

ブーケ美容室

青柳ビル畑野

C-18

岡

GB-2- 1

GB-2- 7

駐輪場

標識

案内図

ゴミ置場

受水槽

C-11

C-7

B-4C-6

C-3

C-2

(駐)

感知器

万
年
塀
　
Ｈ
＝
１
．
８

電気 外灯盤

電気

万
年
塀
　
Ｈ
＝
１
．
８

案内図

案内図

案内図

小屋

電気
物置

物置

健康プラザ

明治市民センター

本立寺

(駐)

(駐)

(駐)

(駐)

レクセルマンション辻堂

物置

物置

物置

13.16

車庫

舘

遊水池

駐輪場

物置

13.20

13.145

12.720

12.836

12.777

13.403

15.339

13.772

12.546

12.967

12.729

13.523

12.651

A

NO
.2
3

NO
.2
4

EV

EV

EV

■景観形成の方針

１．地域景観特性の活用

２．土地利用

３．建築物の景観形成

６．サインに関する景観形成

　歩道や道路及び周辺建築群との調和を図りながら各街区内の植栽、敷地内広場を展開し、地区の緑地環境を向上

させ潤いを与えるため、屋上緑化や敷地内緑化等を積極的に推進します。

　各宅地における歩道状空地の舗装を歩道と一体的な道環境として修景整備します。歩道と歩道状空地はにぎわい

を生み出す場として、舗装・植栽等の色彩・デザインの調和を図るとともに、垣・柵等を極力少なくして開放的な

空間を目指します。

　歩いて楽しい街を形成するために、利用者や来街者に地区のアイデンティティが認識できるよう、屋外サイン板

には、別図２．に示す「湘南C－Xのロゴマーク」を添付するものとします。

４．緑化に関する景観形成

５．外構部に関する景観形成

□別図１．湘南Ｃ－Ｘゾーン別景観形成方針

医療健康増進機能ゾーン

広域連携機能ゾーン

・西側の地区外住宅地への日影・通風・圧迫感等を考慮した住棟の配置（壁面

線）・規模・高さ・形状等を設定する。

・富士山への眺望の確保や西側住宅地への圧迫感の解消のため、住棟の形状は

長大な壁にならないよう開放感のあるものとする。

・西側の市境道路に面しては、歩道状公開空地（W＝2m）を確保し、さらに

バッファーの緑地帯を設ける。

・極力１階部分は非住居系とし、辻堂神台南北線や西口駅前広場に連続して賑

わいを誘導する。

・街区が南北に長細いので、茅ヶ崎市西側住宅地から辻堂神台南北線に抜ける

通り抜け通路を設ける。

・建物壁面の色彩は、居住空間として、安らぎや落ち着きが感じられるアース

カラー系の色彩を用いる。　　　　　　　　　　　

産業関連機能ゾーン

複合都市機能ゾーン（商業・業務・サービス・文化アミューズメント等）

・北側及び西側の地区外住宅地への日影・騒音・臭気・見下ろし視

線等を考慮して、施設の配置・規模・高さ・形状等を設定する。

・地区境界沿いの区画道路に沿ってバッファーの緑地帯を設ける。

・建物壁面の色彩はあまり目立たずにどのエリアとも調和のとれる

無彩色系に近い色彩を用いる。

・施設計画にあたっては、周辺の市街地環境に配慮する。

・幹線道路沿いは歩道状公開空地を設けて緑化する。

・地区境界沿いの区画道路に沿ってバッファーの緑地帯を設ける。

・建物壁面の色彩は周辺ゾーンと調和を図り、理知的な寒色系の色彩を用いる。

・ゾーンの一部が代替地となる街区の建物壁面、屋根面の色彩については、居住

空間として、暖かみ、安らぎが感じられるアースカラー系の色彩を用いる。　

　　　　　　　　

・西側において、街区公園との一体的な景観を形成するよう建物の低層

部ファサードをデザインする。

・高層部は地区ランドマークとなるデザインとする。

・建物壁面の色彩はあまり目立たずにどのエリアとも調和のとれる無彩

色系に近い色彩を用いる。

・代替地となる街区の建物壁面、屋根面の色彩については、居住空間と

して、暖かみ、安らぎが感じられるアースカラー系の色彩を用いる。

・外周道路から内部への歩行者通路をネットワークし、通り抜けができるようにする。

・街区内の各所に様々な賑わいやアメニティを提供する広場を設ける。

・西側の辻堂神台南北線に沿って、沿道緑化型公開空地を設ける。

・建物の屋上緑化を進める。

・駅のプラットフォームからの魅力的な景観を創り出す。

・東側の辻堂駅北口大通り線に沿っては、アメニティゾーンを確保し、道路空間と一体

的・開放的な空間となる。

・建物壁面の色彩は湘南C－Xの玄関として、賑わいや暖かみを感じさせる暖色系で他

のエリアと比べて印象度のある色彩を用いる。

複合都市機能ゾーン（住宅・サービス機能等）

　湘南固有の地域景観特性を活かすため、湘南砂丘の風紋や海風のやわらかさ、スカイラインの調和のとれた伸び

やかなまち並み、都市の中の自然を楽しめる緑豊かで多様なオープンスペース等、その雰囲気が感受できるように

配慮します。

　また、季節ごとに花や新緑、紅葉などの自然の変化が楽しめるようにします。

　既成市街地の駅前に立地する工場跡地の土地利用転換であることを踏まえて、地域の活性化の観点に立って、多

様な機能の集積によるコンパクトシティーの形成を本地区では目指します。従って、周辺土地利用との整合を図り

つつも、土地利用ゾーニングは多種にわたっています。このため、地区全体の調和を大切にしながらも、大きく別

図１．に示す５つのゾーン毎に景観上の特色を付加し、それぞれのアイデンティティを育みます。

　建築物は街区を特色付ける主要な景観要素であり、各建築の機能や周辺環境を踏まえ、街区としてのまとまり

に留意しながら、壁面の色彩等を適切に誘導し、質の高いまち並み景観を形成します。

また、建築物の高さの設定にあたっては、低中層建築が建ち並ぶ周辺の市街地環境に配慮し、スカイライン等を

整えるように努めます。

２
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第４項 

独立広告塔 

・独立広告板

第５項

立て看板

・のぼり旗

第６項

第７項 

第８項

電飾広告物

街路灯への

添か看板・

巻き付け看板

広告幕

（建物の壁面

　に設置する

　バナー広告）

第９項

動画

・映像広告物

 
 Ａ－１・Ａ－２・Ａ－３街区

 
 

Ｂ－１街区

 第３項

Ｃ－１・Ｃ－２・Ｃ－３街区　Ｄ－１・Ｄ－２街区

袖看板

（壁面突出広告物）

Ｅ－１・Ｅ－２・Ｅ－３・Ｅ－４・Ｅ－５・Ｅ－６街区

・看板の規模は、一つの建築物につき、表示面積合

計を25㎡以下とする。

・看板の上端高さは地上10メートル以下、かつ３階

の床面以下とする。また、下端高さは地上３メー

トル以上とする。

・看板の壁面から突出する出幅は、建築物から1.2

メートル以下とする。

・建物壁面の上端を超えて設置することを禁止す

る。

・路上に張り出して設置することを禁止する。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、外壁との調和を図ることを条件

とし、暖色系（Ｒ・ＹＲ・Ｙ系）は彩度８以下、

その他の色相は彩度６以下を基本とする。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺環境に合

ったものとする。

・看板の規模は、一つの建築物につき、表

示面積合計を20㎡以下とする。

・看板の上端高さは地上10メートル以下、

かつ３階の床面以下とする。また、下端

高さは地上３メートル以上とする。

・看板の壁面から突出する出幅は、建築物

から1.2メートル以下とする。

・建物壁面の上端を超えて設置することを

禁止する。

・路上に張り出して設置することを禁止す

る。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、建物の外壁の色彩基準

を適用する。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺

環境に合ったものとする。

・看板の規模は、一つの建築物につき、表示

面積合計を10㎡以下とする。

・看板の上端高さは地上10メートル以下、か

つ３階の床面以下とする。また、下端高

さは地上３メートル以上とする。

・看板の壁面から突出する出幅は、建築物か

ら1.2メートル以下とする。

・建物壁面の上端を超えて設置することを禁

止する。

・路上に張り出して設置することを禁止す

る。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、建物の外壁の色彩基準を

適用する。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺環

境に合ったものとする。

・広告塔等の規模は、一つの敷地につき、表示面積

合計を15㎡以下とする。

・広告塔等の上端高さは地上10メートル以下とす

る。

・広告塔等を一つの敷地で２箇所以上設置する場合

は、それぞれの形状を揃える。

・路上に張り出して設置することを禁止する。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、外壁との調和を図ることを条件

とし、暖色系（Ｒ・ＹＲ・Ｙ系）は彩度８以下、

その他の色相は彩度６以下を基本とする。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺環境に合

ったものとする

・広告塔等の規模は、一つの敷地につき、

表示面積合計を15㎡以下とする。

・広告塔等の上端高さは地上5メートル以下

とする。

・広告塔等を一つの敷地で２箇所以上設置

する場合は、それぞれの形状を揃える。

・路上に張り出して設置することを禁止す

る。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、建物の外壁の色彩基準

を適用する。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺

環境に合ったものとする。

・広告塔等の規模は、一つの敷地につき、

表示面積合計を10㎡以下とする。

・広告塔等の上端高さは地上5メートル以下

とする。

・広告塔等を一つの敷地で２箇所以上設置

する場合は、それぞれの形状を揃える。

・路上に張り出して設置することを禁止す

る。

・内照式の看板の設置を禁止する。

・看板の地の色は、建物の外壁の色彩基準

を適用する。

・看板の図や文字の色は、原則として周辺

環境に合ったものとする。

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。ただし、次の要件を満たすものは

この限りではない。　

　※設置する立て看板等が、一定期間内のみの表示であるもの　

　※設置する立て看板等の表示断面積が２㎡以下のもの　

　※設置する立て看板等の上端高さが地上２メートル以下のもの

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。ただし、次の要件を満たすものは

この限りではない。　

　※広告用の取り付け器具等が設置された街路灯において、道路管理者が許可するもの

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。ただし、次の要件を満たすものは

この限りではない。　

　※設置する広告幕が、一定期間内のみの表示であるもの

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、ネオン管の露出している広告物及び光源の点滅（光源の動き又

は光源の彩度の変化を含む）のある広告物の設置を禁止する。

・第1項、第2項、第3項、第4項における原則規定に係わる事項については、市長が湘南C-Xのまち並み景観を阻害しないものと認めたものにつ

いてはこの限りではない。

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。

　…動画・映像広告物とは、映像や音声等のデータによってモニター等に表示される広告物で、常時または一定の期間継続して公衆に表示さ

　れるものをいう。

第10項

窓面看板

（窓面利用広告物）

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。

　…窓面利用広告物とは、２階以上の開口部の内側より壁やパネル状のもので固定した広告物または窓面にカッティングシート、デザインシ

　ート、フィルム貼り等の広告物で常時または一定の期間継続して公衆に表示されるものをいう。

・湘南Ｃ－Ｘの玄関として相応しいまち並み形成を阻害する要因となるため、原則として設置を禁止する。ただし、次の要件を満たすものは

この限りではない。　

　※設置する広告物等が地上に設置され、かつ上端高さが１メートル、幅0.6メートル以下のものであり、容易に移動できるもの。

　…フィギュア広告物とは、プラスチック素材等により人・動物などの姿をかたどった立体的な構造物と広告物が一体となったもので、常時

　または一定の期間継続して公衆に表示されるものをいう。

第11項

第12項

フィギュア

広告物

湘南Ｃ－Ｘ（シークロス）　特別景観形成地区
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